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単体規定 
居室の採光及び換気 

法第 28条第 1項 

居室の採光-2 

 

住宅の台所で以下の各号に該当するものは、採光規定では居室として扱わないことが

できる。 

 

 

①調理のみに使用し、食事等の用に供しないこと。 

②床面積が小さく（6m²程度）、他の部分と間仕切り等で明確に区画されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術的助言等  

参考資料等 昭和 59年全国建築行政連絡会議取扱い 

平成 25年 10月 1日作成  
 


